
１　御意見の募集期間　令和３年12月22日（水）～令和４年１月21日（金）

２　御意見の件数　    57件（32人）

３　御意見の概要と県の考え方等

番号 御意見の関係箇所 御意見の概要 県の考え方等

1 第１章「ビジョン改訂の
趣旨」

　第５章の「県民が主役」を第１章にも盛り込んだら
どうか。

【第１章「ビジョン改訂の趣旨」】
　いただいた御意見の趣旨については，「課題に県民
一丸となって取り組む」ことを記載させていただいて
いるところです。

2
第４章－１　誰もが個性
と能力を発揮し活躍でき
る社会の実現

【（１）－①】
　高齢者が持っている知識・経験・技能を生かす取り
組みが挙げられていたが，これに「高齢者が新たに
チャレンジできるような環境を整える」という項目を
加えたらより良いのではないかと考える。
　高齢者にとって既に持っているものを生かすだけで
なく，新しいことに挑戦するということも生きがいに
つながると思うからである。

【第４章　１－（１）－①】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　健康づくり，生きがいづくりなどに取り組めるよ
う，地域の互助活動を促進します。

（修正後）
　健康づくり，生きがいづくりなどにチャレンジでき
る取組を促進します。

3
第４章－１　誰もが個性
と能力を発揮し活躍でき
る社会の実現

【（２）－②】
　「男性の家事・育児等への参画を促進します。」と
いう記述について，家事・育児・介護等は性の区別な
く担うものだと思う。男性の参画を明記することに違
和感がある。

　御意見のとおり，家事・育児・介護等は性別にかか
わりなく担うものですが，出産・育児を理由に離職す
る女性が多いことや男性を中心とした雇用慣行等を背
景に，管理的職業従事者に占める女性の割合が低いな
ど，女性が十分に能力を発揮できていない状況があ
り，家庭では，男性の家事関連時間が短く，家庭責任
の多くを女性が担っています。
　そのため，本ビジョンにおいては特に男性の家庭生
活への参画について明記させていただいているところ
です。

4

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

　県美術・芸術に関する拠点機能の確立とその機能を
有する美術館の設立が必要であると考え，「美術館設
立を含めた県の美術・芸術に関する拠点機能の確立を
目指します。」との追記を要望する。
（類似意見 計５件）

　県では，令和３年３月に文化振興施策の総合的かつ
効率的な推進を図るための「県文化芸術推進基本計
画」を策定し，この中で「文化施設の適切な維持管理
に努めながら，将来の文化施設の在り方や必要な機能
について検討を進める」こととしており，美術館につ
いては，まずは，その果たすべき役割も踏まえ，既存
施設における魅力的な企画や展示内容の充実を図り，
県民の鑑賞や体験機会の充実などに努めてまいりま
す。

5

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）】
　広く文化芸術全般の振興に関する専門的ノウハウを
有する第三者機関としてのアーツカウンシルを設立
し，施策を行政とともに推進することが必要と考え
る。
（類似意見 計３件）

　いただいた御意見については，今後の施策の展開に
際し，参考にさせていただきます。

6

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－現状・課題】
　次の下線部を追記してはどうか。
　御楼門が復元された鶴丸城跡などの歴史的遺産，国
内に先駆けた先人の残した芸術作品（美術資源）や県
有文化施設，地域に残る伝統文化や特色ある食文化な
どの文化資源を生かして，観光・まちづくりなどと連
携を図っていく必要があります。

【第４章　４－（３）－現状・課題】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　御楼門が復元された鶴丸城跡などの歴史的遺産，県
有文化施設，地域に残る伝統文化や特色ある食文化な
どの文化資源を生かして，

（修正後）
　御楼門が復元された鶴丸城跡などの歴史的遺産や芸
術作品，県有文化施設，地域に残る伝統文化や特色あ
る食文化などの文化資源を生かして，

かごしま未来創造ビジョン（改訂素案）に対する
御意見の概要及びそれに対する県の考え方等
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番号 御意見の関係箇所 御意見の概要 県の考え方等

7

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－②】
　次の下線部を追記してはどうか。
　地域固有の豊かな文化と芸術資源を活用して郷土に
誇りを持つ心を醸成するとともに，県にある芸術作品
や史跡や郷土芸能，伝統行事，郷土料理等の鹿児島の
歴史・文化の保存・継承や，これらを生かした地域づ
くりの促進など，観光資源としての魅力向上，まちづ
くりへの活用等に取り組みます。

【第４章　４－（３）－②】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　地域固有の豊かな文化資源を活用して郷土に誇りを
持つ心を醸成するとともに，史跡や郷土芸能，伝統行
事，郷土料理等の鹿児島の歴史・文化の保存・継承
や，

（修正後）
　地域固有の豊かな文化資源を活用して郷土に誇りを
持つ心を醸成するとともに，県ゆかりの芸術作品や史
跡,郷土芸能，伝統行事，郷土料理等の鹿児島の歴史・
文化の保存・継承や，

8

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－③】
　次の下線部を追記してはどうか。
　霧島国際音楽祭による若手音楽家の育成のみなら
ず，美術（工芸やデザインを含む）などの多様なジャ
ンルの優れたアーティストの発掘促進やワークショッ
プの開催などにより，国内外で活躍できる人材の育成
を図ります。

【第４章　４－（３）－③】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　霧島国際音楽祭による若手音楽家の育成をはじめ，
多様なジャンルの優れたアーティストの発掘促進や
ワークショップの開催などにより，

（修正後）
　霧島国際音楽祭による若手音楽家の育成をはじめ，
様々な芸術分野の優れたアーティストの発掘促進や
ワークショップの開催などにより，

9

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－③】
　次の下線部を追記してはどうか。
　アーティストの文化芸術活動を支援するため，制
作・発表などの場に関する情報の提供と研修の場，
キュレーターや指導者や舞台芸術のスタッフなど，文
化芸術を支える人材の育成を図ります。

【第４章　４－（３）－③】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　アーティストの文化芸術活動を支援するため，制
作・発表などの場に関する情報の提供，指導者や舞台
芸術のスタッフなど，文化芸術を支える人材の育成を
図ります。

（修正後）
　アーティストの文化芸術活動を支援するため，制
作・発表などの場に関する情報の提供，様々な芸術分
野の指導者やスタッフなど，文化芸術を支える人材の
育成を図ります。

10

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－10年後の将来像】
　文化を享受する権利を有するのは全県民であるた
め，「子どもや高齢者，障害者など県民一人ひとり
が」という表現を「すべての県民一人ひとりが」又は
「子どもや子育て・就労世代，高齢者も障害者も県民
一人ひとりが」としてはどうか。

【第４章　４－（３）－10年後の将来像】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　子どもや高齢者，障害者など県民一人ひとりが，生
涯を通じて，身近に様々な文化芸術に触れ，親しんで
います。

（修正後）
　全ての県民一人ひとりが，生涯を通じて，身近に
様々な文化芸術に触れ，親しんでいます。

11

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（４）－④】
　「新たな総合体育館の整備」について，建設地はド
ルフィンポート跡地がよい。
（類似意見 計22件）

　本ビジョンにおいては，本県の屋内スポーツ競技の
中核的な施設として，スポーツ・コンベンションセン
ター（総合体育館）の整備の目的や求められる役割な
どについて整理を行ったところです。

12
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

　新しい芸術の創造につなげていくため，高いキュ
レーション力を持つ人材の育成が急務と考える。

【第４章　４－（３）－③】
　人材育成については，「文化芸術に係る人材の育
成」において，「国内外で活躍できる人材の育成を図
る」，「文化芸術を支える人材の育成を図る」ことを
記載させていただいているところです。

13
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－現状・課題】
　次の下線部を追記してはどうか。
　地域住民が日常的に文化芸術に親しめる文化施設等
の整備は進んできていますが，地域と分野によって文
化芸術に接する機会に格差があります。
（類似意見　計２件）

　県内における格差についての記載であり，離島を含
め地域による格差は本県の課題であると認識していま
す。
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番号 御意見の関係箇所 御意見の概要 県の考え方等

14
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－現状・課題】
　次の下線部を追記してはどうか。
　文化芸術を将来にわたって発展させていくために
は，国内外の若手アーティストや，文化芸術活動の指
導者など文化芸術を支える人材を育成する必要があり
ます。そのためにも育成の場と教育機関との連携が欠
かせません。

　育成の場と教育機関との連携については，これまで
も取り組んでいるところであり，引き続き連携を図っ
てまいります。

15
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－②】
　次の項目を追加してはどうか。
　・先人の築いた,500年にわたる鹿児島の美術の系譜
を総覧でき，本物に触れることのできる常設展示を可
能にすることで，鹿児島の文化度を啓発し知的観光資
源として生かします。

　いただいた御意見については，今後の施策の展開に
際し，参考にさせていただきます。

16
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－②】
　課題克服のための具体的な方法，戦略までは言及さ
れていないが，民間のアイデアも募集・活用すること
を盛り込んでほしい。

　今回のビジョンでは特に記載しておりませんが，県
では，文化芸術振興施策の総合的かつ計画的な推進に
資するため，文化芸術，その関連分野に関し学識経験
を有する者等で組織する県文化芸術振興審議会を設置
しており，文化芸術の振興に関する事項について調査
審議いただくとともに，意見をいただいているところ
です。
　今後とも適宜，専門家等の御意見等を伺いながら，
文化振興施策の推進を図ってまいります。

17
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－現状・課題】
　現状・課題の分析について，根拠としたのはどのよ
うなアンケートやデータなのか。

　現状で記載している内容は，令和３年度に実施した
「文化芸術の振興に関するアンケート調査結果」を基
にしたものです。

18
第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成

【（３）－現状・課題】
　「県有文化施設，地域に残る伝統文化や～」を「県
有文化施設，国宝国宗や作家黒田清輝，安藤照，井上
雄彦作品などの県有文化資源，地域に残る伝統文化や
～」又は「県有文化施設，資源として魅力増の可能性
がある美術作品，地域に残る伝統文化や～」と文言を
追加してはどうか。
　県宝を情報として露出させることによって，県内外
の認知も広まると思う。

　本県には，多数の優れた芸術作品や芸術家がおられ
ることから，個別について記載することは困難である
ため，様々な文化資源を例示的に記載させていただい
ているところです。

19

第４章－４　地域を愛し
世界に通用する人材の育
成，文化・スポーツの振
興

【（３）－10年後の将来像】
　以下の項目を追加してはどうか。
　○鹿児島の豊富な自然を資本と捉えて，鹿児島の活
力に転換する。その実現のためにＳＴＥＡＭ教育を取
り入れて，デザインやアート等を含めた幅広い視野を
持つ人材を育成する。

【第４章　４－（１）－①⑦，（３）－①】
　STEAM教育については，これからの時代で育成が求め
られる資質・能力として，「実際の社会や生活に活か
せる知識及び技能と未知の状況にも対応できる思考
力，判断力，表現力等を育成するとともに，学んだこ
とを人生や社会に主体的に生かそうとする態度」と記
載させていただいているところです。
　自然を生かした教育やデザイン，アートなど文化芸
術の創造活動については，「鹿児島の豊かな自然など
を生かした郷土教育の推進」，「文化芸術の創造活
動」として記載させていただいているところです。

20
第４章－５　脱炭素社会
の実現と豊かな自然との
共生

【（２）】
　第６次エネルギー基本計画では，再生可能エネル
ギーの導入拡大において「太陽光は，自家消費や地産
地消を行う分散型エネルギーソースとして，レジリエ
ンスの観点でも活用が期待される」「風力は，国際的
に価格低下が進んでおり今後の導入拡大が期待され，
特に，洋上風力は，大量導入やコスト低減が可能であ
り再生可能エネルギー主力電源化の切り札として推進
していくことが必要」と言及されていることから，本
ビジョンにおいても，再生可能エネルギーの主力電源
化に向けた取組としては，国の施策としても推進され
る「太陽光」および「風力，特に洋上風力」普及拡大
について言及頂きたいと考える。
（類似意見　計２件）

【第４章　５－（１）－②，（２）－①】
　いただいた御意見の趣旨については，「地域特性を
生かした再生可能エネルギーの導入促進」において，
「森林や畜産，温泉，広大な海域など，本県の多様で
豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域と
の共生を図りながら，水力発電，バイオマス発電，地
熱発電，風力発電，太陽光発電などの再生可能エネル
ギーの導入を促進する」ことを記載させていただいて
いるところです。
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番号 御意見の関係箇所 御意見の概要 県の考え方等

21
第４章－５　脱炭素社会
の実現と豊かな自然との
共生

【（２）－①】
　「森林や畜産，温泉，広大な海域など，本県の多様
で豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域
との共生を図りながら再生可能エネルギーの導入を促
進します。」とありますが，続けて，「特に，洋上風
力の導入促進を図る」とすべきではないか。

【第４章　５－（１）－②，（２）－①】
　いただいた御意見の趣旨については，「地域特性を
生かした再生可能エネルギーの導入促進」において，
「森林や畜産，温泉，広大な海域など，本県の多様で
豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域と
の共生を図りながら，水力発電，バイオマス発電，地
熱発電，風力発電，太陽光発電などの再生可能エネル
ギーの導入を促進する」ことを記載させていただいて
いるところです。

22
第４章－７　快適な生活
環境の向上と世界につな
がる県土の創造

【（１）－10年後の将来像】
　「国際航空路線」「離島航路・航空路」に限定する
ことなく，「国内外の航路・航空路」とすべきではな
いのか。「世界につながる」とか「人やモノの交流」
とか，「陸・海・空の交通ネットワーク」と言ってい
る割には，「国際航空路線」「離島航路・航空路」の
み記載しているのは，おかしいのではないか。鹿児島
が発展するために，もっとグローバルな視点が必要で
はないか。

【第４章　７－（１）－10年後の将来像】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　国際航空路線や離島航路・航空路，地域の実情に合
わせた公共交通機関が維持・充実されるなど，

（修正後）
　国内外の航路・航空路，地域の実情に合わせた公共
交通機関が維持・充実されるなど，

23
第４章－７　快適な生活
環境の向上と世界につな
がる県土の創造

【（１）－現状・課題】
　「国内各地と本県を結ぶ」を，国内各地だけでなく
「国内外各地と本県を結ぶ」とすべきではないか。ア
ジア・ゲートウェイと言っている割に，国内だけに限
定しているのはおかしいのではないか。

【第４章　７－（１）－現状・課題】
　御意見の趣旨を踏まえ，以下のとおり修正しまし
た。

（修正前）
　国際航空路線の拡充や国内各地と本県を結ぶ幹線交
通網の充実を図る必要があります。

（修正後）
　国際航空路線の拡充をはじめとした，国内外各地と
本県を結ぶ交通ネットワークの充実を図る必要があり
ます。

24
第４章－７　快適な生活
環境の向上と世界につな
がる県土の創造

【（１）－⑥】
　「⑥ 国内幹線交通網の維持・充実」について，「⑥
国内幹線交通網の維持・充実」，「国内各地
と・・・」を，「国内外幹線交通網の維持・充実」，
「国内外各地と・・・」とすべきではないか。

【第４章　７－（１）－⑤】
　国際交通ネットワークについては，他の項目「国際
航空ネットワークの拡充・強化」において記載させて
いただいているところです。
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第４章

９ 多様で魅力ある奄
美・離島の振興

10 観光の「稼ぐ力」の
向上

第５章

　奄美・離島や県全体の観光振興を進める際に「住民
の意見も取り入れる」という姿勢を加える・強調する
とさらに良いのではないか。

【第５章「ビジョン実現のために」－１】
　「住民の意見を取り入れる」ことについて，「県政
の主役は県民であり，県民の意向を十分把握し，県民
の目線に立った，県民の声がしっかりと反映される県
政を推進する」と記載させていただいているところで
す。
　なお，本県の観光の振興にあたっては，県が策定し
ている「県観光振興基本方針」において，市町村，県
民，関係事業者及び観光関係団体と一体となって，
オール鹿児島で「観光立県かごしま」の実現を目指す
こととしております。
　引き続き，県民の皆様の御意見をしっかりとお聞き
しながら，観光の振興を図ってまいります。

26

第４章

９　多様で魅力ある奄
美・離島の振興

11　観光の「稼ぐ力」の
向上

14　デジタルテクノロ
ジーを活用した県民の暮
らしの質の向上

　
　これからの急速なデジタル技術の進歩を考えたとき，「観光
の『稼ぐ力』の向上」の施策を通じたＤＸ化の推進が急務・必
須であると思う。（中項目の）５項目目に，観光ＤＸ化による
スマート観光の推進を加えるべきではないか。
　「明治日本の産業革命遺産」の産業遺産国民会議では，紙媒
体とスマホを活用した各施設紹介や施設への経路案内， ヴァー
チャル体験など幅広く案内できるシステムを構築している。
　さらに，ＬＩＮＥを利用した利用者間のメットワークをつく
り，固定ファン増加を目指しており，現在，導入初期段階では
あるが，ユネスコの世界遺産委員からは，世界中の世界遺産イ
ンタープリテーションの中で最も進んでいるとの評価を得てい
る。
　本県においても，スマホを活用した施設紹介にとどまらない
体験から誘導に至る幅広いシステムの構築による快適な観光を
推進し，支払い決済のデジタル化の促進，共通のグループ作り
を進めることで，スマート観光の構築を目指すべきではない
か。
　また，これによって，活用データを蓄積することによる更な
る展開が期待される。

【第４章　11－（２）－現状・課題，①】
【第４章　９－（１）－③，（２）－②】
【第４章　14－（１）－①】

　御意見の趣旨を踏まえ，観光ＤＸ化によるスマート観光の推
進について，下線部分を追加するなど，記載内容を修正しまし
た。
【11－（２）－現状・課題】
（略）新たな地域資源の発掘などとあわせ，デジタル技術と観
光資源の融合等による新たな観光コンテンツやサービスを創出
するなど，地域の主体的な取組を強化して，魅力ある観光地づ
くりを推進していく必要があります。
【９－（１）－③，（２）－②】【11－（２）－①】【14－
（１）－①】
（略）グリーン・ツーリズム，ブルー・ツーリズム，デジタル
技術と観光資源の融合等による新たな観光コンテンツやサービ
スの創出などのスマートツーリズムなどの取組を促進します。
　また，支払い決済のデジタル化の促進については，「キャッ
シュレス決済の導入及び利用の促進を図る」ことを記載させて
いただいているところです。
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番号 御意見の関係箇所 御意見の概要 県の考え方等

27
第４章－14　デジタルテ
クノロジーを活用した県
民の暮らしの質の向上

【（４）－現状・課題】
　離島における高速ネットワーク環境が未だ十分では
ない。
　近時，web会議システムを利用する形での会議の有用
性が増しているが，離島においてはネットワーク環境
が不十分であるため，ツールを有効活用できないでい
る。当該環境の早急な整備が必要と考える。

　光ファイバの整備については，各市町村において整
備が進められており，令和３年度中に全ての市町村で
交換局までの整備が完了する予定となっています。

28 その他
　「鹿児島のポテンシャル」を「自然資本が豊富な鹿
児島」に修正してはどうか。

　鹿児島が有する「ポテンシャル」については，「魅
力ある地域資源」と位置付け，世界自然遺産や成長著
しいアジアに近い港湾などについて，各Topicに記載さ
せていただいているところです。
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